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計 画 名
　年度～　

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

職員福利厚生費職員厚生会交付金

地方公務員法４２条
相模原市職員厚生会規約

年度

４，０９５人

平成13年度（評価対象年度）平成12年度
実   績 目   標

〔様式　１〕

　042（769）8338

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

職員一人あたりが福利厚生に関する
経費をどれだけ事後負担している
か。

交付充当額の適正化を調べる。

指　標　① 37,300.037,326.036,905.0

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

　厚生会の運営に関する事務事業の執行を行った。ま
た、職員が参加する保健・体育など厚生に関する事業
として、球技大会などやさくらんぼ狩りなどの事業を
実施した。文化及び教養に関する事業としては、趣味
の教室の実施や文化探訪を実施した。また、厚生会ま
つりなど全職員を対象にした事業を実施した。

　市民サービスを低下させないために、職員が安心して公務に専念できることを目的
に実施されている職員のための厚生事業の実施にあたっては、職員の自主的団体が自
ら事業を企画し実施することが効果的であることから、職員厚生会に必要な交付金を
交付することにより厚生事業の実施を図ることを目的とする。

市職員

対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度

なし

交付充当額と事後負担割合

会費総額÷会員数

指標式

職員一人あたりに対する交付充当
額

職員一人あたりの自己負担額

指標名

交付金額÷会員数

147.5

155,427151,166 155,830

151,166 155,830 155,427

147,830152,744

25,300.0
147.4

147,830

25,300.0
142.7

152,744

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

政  策  名

事務事業名 事業コード

指　標　②
指　標　③

25,302.0

実   績

25,303.0
145.9

25,384.0
148.6

４　評価指標

36,100.037,731.0
実   績

交付充当額÷自己負担額×１００

〔金額単位：千円〕

平成14年度

市交付金が職員一人あたりにどの
程度に充当されているかを検証す
る。

担当部課名

主要事業計画対象の有無

職員厚生 厚生課 係

～63

総務部



100.0%
2

37,326.0 25,302.0 ③ e
37,300.0 25,300.0 f

1

2

1

1

1

あ　る

な　い

あ　る

な　い

3

説明：

説明：

Ｃ：満足できない

市民サービスの向上を図ることにより、市民の市役所に対するイメージアップにつ
ながり各種行政事業の展開に役立つ。

各種事業の充実を図ること。公平性の
観点を検討すること等により成果の向上
が図れる。

成果向上の余地

理由：
実施事業数や実施内容により職員全員に還元されていない。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

職員のすべてにあまねく還元することが不可能である一方、民間レベルとの整合
なども検討する必要がある。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ☆ ☆

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

各市町村でも同様に実施されており、本市の諸制度は、特出するものではない。

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

日々の接遇面や職員のモラルの徹底などが図られれば市民からの理解は得られ
る。

評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

147.4

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

100.0%100.1%
147.5

100.1%
②  c

 d

6

事業主負担の考え方があり、代替可能性については困難性がある。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

職員が心身ともに健康で職務に専念されることは、現代社会に置いては必要不
可欠である。

コスト改善余地

　・厚生会事業参加に係る公平性の確保のため、職員の任意選択性の導入等について検討すべきである。

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

この内容は、地方公務員法第４２条に基づき実施されているため、各市がお互い
に実施内容の均衡失しないように実施している。しかし、民間の内容等との比較も
行い今後独自の施策実施に向けた検討も必要である。

事業展開の見直しにより可能である。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

A

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ


